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茨城県規則第68号

　茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。

　　　令和６年８月29日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　　　茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則（平成28年茨城県規則第24号）の一部を

次のように改正する。
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茨城県告示第905号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において読み替えて準用する同法第42条第１項の規定に基づき、茨城県海

面漁業調整規則（令和２年茨城県規則第73号。以下「規則」という。）第５条第１項に掲げる漁業につき、規則第12

条第１項の規定により、その許可をすべき漁業者の数その他の制限措置及び許可を申請すべき期間を次のように定め

る。

　　　令和６年８月29日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　「新たに許可等をする知事許可漁業」の制限措置等の公示

第１　なまこ漁業

　１　制限措置

　　敢　漁業種類

　　　　なまこ漁業

　　柑　許可をすべき漁業者の数

　　　　27人

　　桓　操業区域

　　　　第１種共同漁業権漁場区域を除く茨城県海面

　　棺　漁業時期
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備考業種
営業所又は工場商　　号

（名　称）
氏　　名

（代表者氏名）
住　　　　　所
（所　在　地）

登　録
年月日

登録
番号 名　　称所 在 地

木材チ
ップ業
・製材
業

商号に同じ住所に同じ
塩森木材工
業

塩森　敬一結城市武井735Ｒ６.８.１5513

販売業
・製材
業・木
材チッ
プ業

〃〃
丸 川 木 材
（株）

川那子克己桜川市岩瀬298〃5514

プレカ
ット業

〃〃
（株）野口プ
レカット

野口　正喜常総市鴻野山1657－３〃5515

販売業
木材加
工

〃〃
（株）エス・
ジー・シー

富田　浩幸
結城郡八千代町大字東蕗
田970－１

〃5516

製材業〃〃（有）山口欅山口　和寿筑西市海老ヶ島897－１〃5517

製材業〃〃
平 出 木 材
（株）

平出　泰造筑西市玉戸1006－５〃5518

製材業
販売業

〃〃
（株）瀧田材
木店

齋藤　　毅筑西市菅谷1567〃5519

販売業
製材業

〃〃
（有）橋本材
木店

橋本　清一筑西市横塚910〃5520

販売業
製材業

〃〃永盛材木店永盛　　明筑西市小栗5148－３〃5521

プレカ
ット業

〃〃
茨城県西プ
レカット協
同組合

林　　純一筑西市布川81－１〃5522



　　　　１月１日から12月31日まで

　　款　漁業を営む者の資格

　　　　茨城県に住所を有する者

　２　許可を申請すべき期間

　　　令和６年８月30日から令和６年９月30日まで

　３　備考

　　敢　当該許可の有効期間は、令和６年11月１日から令和７年10月31日までとする。

　　柑　当該漁業の許可に関する取り扱いについては、規則に定めるもののほか、別に定める取扱方針によることと

する。
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茨城県告示第906号

　茨城県海面漁業調整規則（令和２年茨城県規則第73号。以下「規則」という。）第12条第７項の規定による許可す

べき漁業者の数が同条第１項の規定により公示した漁業者の数を超える場合の許可の基準をそれぞれ次のように定め

る。

　　　令和６年８月29日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

許可の基準

第１　なまこ漁業

　１　規則第12条第７項の規定による許可の基準について、許可の優先順位は次の順序によるものとする。

　　敢　申請期間の１日目において、当該漁業の許可を有する者

　　柑　前号に掲げる者以外の者

　２　前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

　　敢　申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業において、本人が許可受有者又は漁業権行使者として漁

業を営んだ実績を有する者

　　柑　前号に掲げる者以外の者

　３　前２項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

　　敢　申請期間の１日目において、当該漁業以外の許可を有する者

　　柑　前号に掲げる者以外の者

　４　前３項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

　　敢　申請期間の１日目以前３年以内において、本人が当該漁業以外の許可受有者又は漁業権行使者として漁業を

営んだ実績を有する者

　　柑　前号に掲げる者以外の者

　５　前４項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

　　敢　申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業を許可や漁業権によらない自由漁業として営んだ実績を

有する者

　　柑　前号に掲げる者以外の者

　６　前各項の規定により同順位の者がある場合においては、規則第12条第６項の規定に基づく方法により許可をす

る者を定める。
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